
訂正のお知らせ 
 

『最短７日間で株式会社をつくる本』（2006年８月７日第１刷発行） 
 
 2006（平成 18）年 10月１日より、これまで都道府県ごとに定めていた社会保険の届出
様式と添付書類が変更となり、全国統一化されました。主に本書の第５章４節で解説して

いる内容に変更がありますので、下記のように訂正させていただきます。 
 

2006（平成 18）年 12月 かんき出版編集部 
 
頁 箇所 訂正前 訂正後 

11 目次 新規適用事業所現況書 157 削除 
154 冒頭の

POINT 
新規適用事業所現況届と被保険

者資格取得届を行う。 
被保険者資格取得届を行う。 

同 連番表
記 

①新規適用届 
②新規適用事業所現況届 
③被保険者資格取得届 
④被扶養者（異動）届（扶養家族

のある役員・社員は提出する） 
⑤保険料口座振替納付（変更）申

出書 
⑥登記簿謄本 
⑦賃貸借契約書（写） 

①新規適用届 
②被保険者資格取得届 
③被扶養者（異動）届（扶養家族のあ

る役員・社員は提出する） 
④保険料口座振替納付（変更）申出書 
⑤登記簿謄本 
⑥賃貸借契約書（写） 

155 ２行目 ①から⑤までの書類は、社会保険
事務所で入手することができま

す。 

①から④までの書類は、社会保険事務

所で入手することができます。 
⑥は登記簿謄本の所在地と異なる場

合は必要です。なお、転貸の場合は承

諾書等も必要です。 
同 ６行目
以下 

なお、社会保険の加入手続きに

は、この他にも提示書類がありま

す。 
①出勤簿 
②労働者名簿 
③賃金台帳 
④源泉所得税の領収書（納税実績

がない場合は、給与支払事務所等

の開設届出書の控、源泉所得税の

特例の承認に関する申請書の控、

法人設立届書の控、事業開始等申

告書の控のうちいずれか１つ） 
⑤直近の決算書（最初の決算を迎

えていない場合は不要） 
ただし、社会保険事務所により提

示書類は異なるので、事前に確認

しておくのがよいでしょう。 

なお、社会保険の加入手続きには、こ

の他にも、 
①出勤簿 
②労働者名簿 
③賃金台帳 
が状況によって提示を求められる場

合があります。 

156 ５行目 ３枚複写ですので、黒のボールペ
ンでしっかり記入しましょう。 

１枚の表・裏に記入する形式となって

います。 
同 15行目 複写の３枚目（甲）書面の裏面に

は、 
「事業所の所在地図」には、 



同 17～18
行目 

（通常、次に説明する「新規適用

事業所現況書」や「被保険者資格

取得届」と一緒に提出します）。 

（通常、次に説明する「被保険者資格

取得届」と一緒に提出します）。 

同 20 行目
～ 158
頁２行

目 

＜小見出し＞ 
「新規適用事業所現況書」を届け

出る（段落全部） 

削除 

157 書式 「新規適用届」「新規適用事業所
現況書」 

差し替え 
→訂正表３頁目参照（リンク） 

160 ３～５
行目 

この届出の添付書類として、（中

略）確認後に返却されます。 
削除 

同 16行目 「基礎年金番号通知書」の書類が
必要です。 

「基礎年金番号通知書」の書類が必要

です。ただし、これらに該当する場合

であっても所得税法の規定による控

除対象配偶者や扶養家族となってい

るときは、証明書は不要です。 
161 書式 「健康保険被扶養者届」 差し替え 

→訂正表４頁目参照（リンク） 
188 索引 新規適用事業所現況書 157 削除 
今後も法改正等により本書の内容に変更がある場合は、弊社ホームページ上にて公開す

ることがあります。http://www.kankidirect.com/（→「正誤表」） 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
訂正とお詫び 

 
『最短７日間で株式会社をつくる本』（2006年８月７日第１刷発行） 

 
 本書の記述内容に以下のような誤りがございました。謹んでお詫びするとともに、訂正

させていただきます。 
 

2006（平成 18）年 12月 かんき出版編集部 
 
頁 箇所 誤 正 

60 下から
２行目

以下 

ただし、定款に電子公告を行う旨

を定め、ホームページのＵＲＬを

記載することが必要です（継続し

て５年間）。 

ただし、定款に電子公告を行う旨を定

める必要があります（ホームページの

ＵＲＬを記載する必要はありませ

ん）。 
61 図表③ 電磁的方法（ホームページに掲

載） 
「電子公告」と呼ばれている 
＊定款に定めて、電子公告の自社

ホームページＵＲＬを記載する 

電磁的方法（ホームページに掲載） 
「電子公告」と呼ばれている 
＊定款に電子公告を定める旨を記載

する 

123 書式 設立時取締役及び本店所在地決
議書 

設立時取締役選任及び本店所在地決

議書 
190 おわり
に 

http://www.8e-passion.jp/kanki http://www.8e-passion.jp/kanki.html 
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